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国民健康保険料の料率を改正します
医療機関にかかったとき、みなさんが支払う医療費は、医療費総額の３割分で、残りの７割分は、加入者の

保険料や国や県からの補助金などによって賄われています。

高齢化の進展や医療の高度化により国保の医療費は、年々増加しており、医療費に見合う保険料収入を確

保する必要があるため、今年度の保険料率を改正します。

また、平成21年度は介護保険分（40歳から64歳までの方）の限度超過額が従来の９万円より10万円に引

き上げとなりました。医療保険分、支援金分の限度超過額に関しては従来のとおりです。

保
険
料
の
軽
減

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
均
等

割
と
平
等
割
を
軽
減(

※
左
図)

し
て
い
ま
す
。
軽

減
額
は
、
前
年
の
所
得
を
も
と
に
判
定
を
し
て

い
ま
す
。
市
へ
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
、
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
所
得

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付

国
民
健
康
保
険
料
は
、
年
度
単
位(

４
月
〜
翌

年
３
月)

に
計
算
し
、
１
年
間
の
保
険
料
を
６
月

〜
翌
年
３
月
ま
で
10
回
に
分
け
て
納
付
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
人
か
ら
は
公
的
年
金

か
ら
保
険
料
を
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
６
月
中
旬
に
発
送

す
る
納
付
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■保険料率の決め方
その年の医療費などの総額を推計します。そこから

みなさんが病院などで支払う一部負担金と国や県から
の補助金などを差し引いた分が保険料の必要額になり
ます。必要な保険料を加入者に公平な負担割合で所得
割・均等割・平等割に振り分けて料率を決定します。

■１世帯あたりの保険料額
国保加入者の所得、加入者数と料率を掛け、平等割

を加算することにより世帯の保険料額が決まります。
介護分は40歳から64歳までの人が納めます。

病院などで 
支払う 
一部負担金 

保険料 

国や県からの 
補助金など その年の 

医療費などの 
推計額 

平成２１年度 
保険料率 

※市町合併の特例により、平成21年４月１日現在、浅井支所区域に住所があった人は、医療分の保険料率が異な
ります。(平成21年度・22年度と段階的に調整し、平成23年度より、統一の料率となります）。

所 得 割

均 等 割

平 等 割

賦 課 限 度 額 470,000円 120,000円 100,000円

右の区域以外

7.00％

22,100円

18,500円

浅井支所区域

6.50％

21,800円

18,400円

共　　通

2.50％

7,700円

6,100円

共　　通

1.90％

8,800円

5,000円

平成21年度
保険料率

医　　療　　分 支　援　分 介　護　分

世帯主とその世帯に属する被保
険者の前年の総所得金額が33
万円以下の世帯

対　象　世　帯

７
割
軽
減

５
割
軽
減

２
割
軽
減

世帯主とその世帯に属する被保
険者の前年の総所得金額が33
万円＋(24.5万円×世帯主を除
く被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯に属する被保
険者の前年の総所得金額が33
万円＋(35万円×被保険者数)
以下の世帯

公
的
年
金
に
か
か
る
個
人
住
民
税

に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
金
融
機
関
の

窓
口
や
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
、
又

は
給
与
な
ど
か
ら
あ
ら
か
じ
め
引
き

落
と
し
て
納
め
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
が
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ

り
、
平
成
21
年
10
月
か
ら
は
公
的
年

金
か
ら
個
人
住
民
税
を
引
き
落
と
し

さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
住
民
税
の
納
税
方

法
を
変
更
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
新
た
な
税
負
担
が
生
ま
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
対
象
と
な
る
人

前
年
中
の
年
金
所
得
に
か
か
る
個

人
住
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で
公
的
年

金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
人
。
た
だ

し
次
に
該
当
す
る
人
は
、
特
別
徴
収

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年

額
が
18
万
円
未
満
の
人

・
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年
額

を
超
え
る
人

・
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落

と
し
さ
れ
て
い
な
い
人

○
対
象
と
な
る
税
額

公
的
年
金
等
に
か
か
る
所
得
に
対

す
る
所
得
割
額
と
均
等
割
額

○
対
象
と
な
る
年
金

老
齢
基
礎
年
金
等
（
老
齢
基
礎
年

金
、
老
齢
厚
生
年
金
、
退
職
共
済
年

金
な
ど
）

○
納
付
す
る
税
額
と
納
付
方
法

特
別
徴
収
分
に
つ
い
て
は
特
別
徴

収
義
務
者
（
社
会
保
険
庁
な
ど
の
年

金
保
険
者
）
が
、
平
成
21
年
10
月
の

公
的
年
金
支
給
時
よ
り
引
き
落
と
し

を
行
い
ま
す
。
制
度
開
始
の
今
年
度

に
つ
い
て
は
公
的
年
金
等
に
か
か
る

年
税
額
の
半
分
を
、
平
成
21
年
６
月

お
よ
び
９
月
に
普
通
徴
収
（
金
融
機

関
の
窓
口
や
口
座
振
替
）
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
年
金
以
外
の
所
得
に
か
か
る

個
人
住
民
税
は
、
従
来
ど
お
り
の
方

法
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

公
的
年
金
所
得
に
か
か
る
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
は
、
給
与
な
ど
か
ら

天
引
き
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
人
に
は
、
６
月
中
旬
に

納
税
通
知
書
を
お
送
り
い
た
し
ま
す

の
で
、
個
人
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

○
65
歳
未
満
で
公
的
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
人
も
納
税
方
法
に

変
更
が
あ
り
ま
す

平
成
21
年
10
月
よ
り

公
的
年
金
か
ら
の
住
民
税
の
引
き
落
と
し（
特
別
徴
収
）が
始
ま
り
ま
す

平成21年度の税額を６万円とした場合の税額例

納 付 時 期 ６月（末日納期限） ９月（末日納期限） 10月 12月 翌年２月

平成21年10月 平成21年12月 平成22年２月

年金からの徴収税額の４分の１ずつ

普通徴収

年金からの徴収税額の６分の１ずつ

公的年金からの特別徴収（本徴収）

平成21年６月 平成21年９月

15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

納 付 方 法

納 付 税 額

平成21年度の税額が６万円、平成22年度の税額が５万7,000円の税額例

納 付 時 期 ４　月 ６　月 ８　月 10月 12月 翌年２月

平成22年10月 平成22年12月 平成23年２月

前年度２月の納付税額と同じ額ずつ

公的年金からの特別徴収（仮徴収） 公的年金からの特別徴収（本徴収）

本年度の年金からの徴収税額より４，
６，８月に納付した額を控除した税額
の３分の１ずつ

9,000円

平成22年８月

10,000円

平成22年６月

10,000円

平成22年４月

10,000円 9,000円 9,000円

納 付 方 法

納 付 税 額


